
世田谷区総合教育相談ダイヤル

せたがや子ども・子育てテレフォン

　子どもの人権を擁護し、救済を図るために設置された、
公正・中立で独立性と専門性のある第三者機関です。子ど
もの権利侵害に関する相談を受け、助言や支援を行うとと
もに、申立て等により、調査・調整を行いながら、子ども
の関係機関に対して協力・改善を求めていきます。
　世田谷区に在住または、世田谷区内の学校や施設などに
通っている子どもの最善の利益を保障していくことを目指
し、子どもに寄り添いながら、子ども自身が本来持ってい
る力を十分に発揮できるよう、問題解決に向けた支援を行
います。
　「せたホッと」は「世田谷区子ども条例」に位置づけられ
ています。




